
八郷町（やさとまち）

＜行政組織＞

①三役(H16.5.1 現在)
きくち たけお

菊地 武雄長
（59 歳）

任期
H16.4.25～

H20.4.24

助役 欠員 収入役 赤羽根 實

②議会(H16.5.1 現在)

議長 永山 公士 副議長 大場 俊之

任期 H19.12.31 定数 20 名 現議員数 20 名

党派別 公明 1 無 19

③職員数（H15.4.1 現在） （人）

普通会計関係全職員数

うち一般行政関係

公益事業

会計関係

287 255 208 32

一般行政職の

平均給料月額
354,872 円

ラスパイレス

指数
100.2

H12.4.1 H13.4.1 H14.4.1全職員数

の推移 302 301 295

④機構図（H16.4.1 現在）

町長－助役－秘書広聴課－秘書広聴係,職員係,広報係

－総 務 課 －行政係,文書法制係,防災交通係,

財政係,恋瀬・園部出張所

－企 画 課 －都市計画係,企画調整係

－管 財 課 －管財係,契約検査係

－税 務 課 －町民税係,資産税係

－住 民 課 －住民係,戸籍係

－福 祉 課 －地域改善対策係,社会福祉係,

児童福祉係,保育所

－保健衛生課－環境保全係,保健予防係

－国保医療課－国保年金係,医療福祉係

－農 政 課 －農政係,農産係,地籍係

土地改良係,林務係

－商工観光課－商工係,観光係

－建 設 課 －管理係,改良係,舗装係

－下水道課 －管理係,整備係

収入役 －会 計 課 －会計係

水道事業管理者 －水 道 課 －経理係,業務係

教育委員会

教育長－教育次長－学校教育課－総務係,学校教育係

生涯学習課－生涯学習係,文化行政係,

社会体育係

給食ｾﾝﾀｰ －管理係,調理係

中央公民館－公民館係

議 会 - 議会事務局－事 務 局

農業委員会 - 農業委員会事務局－事 務 局

行政委員会

選挙管理委員会事務局,監査委員事務局,固定資産評価審査委員会

事務局

＜概要＞

①沿革

昭和 30 年 1 月 1 日 合 併 柿岡町 林村 園部村

瓦会村 恋瀬村 芦穂村 小幡村

小桜村

②地勢・風土等
八郷町は,茨城県のほぼ中央部に位置し,三方と水郷・筑波国定公園,吾国愛

宕県立自然公園に指定されている山々に囲まれ,豊かな自然環境と田園景観

を有する盆地となっており,その中央を北から南へ恋瀬川が流れ,霞ヶ浦に注い

でいます。

基幹産業である農業は,山間にある傾斜地や変化に富んだ地形を上手く利

用しながら,少量多品目を特徴とし,稲作・野菜・果実・畜産などのバランス取れ

た総合的な農業を展開しています。

近年は,グリーンツーリズムやフィルムコミッション活動を展開し,活気とやす

らぎのある地域づくりを進めています。

③人口・世帯数

国勢調査

H2 H7 H12

常住人口

（H16.4.1）

男 14,507 15,146 15,061 15,187

女 14,910 15,538 15,490 15,308
人

口

(人) 合計 29,417 30,684 30,551 30,495

世帯数 6,671 7,354 7,727 8,433

④有権者数（H15.12.2 現在） ⑤老齢人口割合（H12 国勢調査）

男 女 計 老齢人口割合有権者数

（人） 12,090 12,364 24,454 22.9％

＜産業・経済＞

①生産・所得（平成 12 年度）

市町村内総生産 588 億円 就業者 1人当たり 5,787 千円

住民所得 657 億円 人口 1 人当たり 2,152 千円

②産業構造 （百万円･人）

区分 総生産額(H12 年度) 就業人口(H12 国調)

第 1 次 4,991 8.3％ 2,689 17.8％

第 2 次 14,219 23.7％ 5,153 34.1％

第 3 次 40,679 67.9％ 6,954 46.1％

総額・総数 59,889 ― 15,092 ―

③農業・工業・商業 （人･百万円）

農家数 農業就業人口
農業産出額

(H14.1.1～H14.12.31)農業

（H12.2.1）
3,492 4,314 10,540

事業所数 従業者数
製造品出荷額等
(H14.1.1～H14.12.31)

製造業

(H14.12.31)
68 1,080 13,436

商店数 従業者数
年間販売額

(H13.4.1～H14.3.31)卸・小売業

(H14.6.1)
241 1,200 20,956

④特産物

梨、柿、イチゴ、ぶどう、シイタケ、バラ、チューリップ、納豆、

杉線香

地域指定 一部事務組合加入事業 公営企業<住所>315-0195 新治郡八郷町大字柿岡 5680-1

<Tel>0299-43-1111 <Fax>0299-43-6732

<HP>http://www.town.yasato.ibaraki.jp

<e-mail>yasato@town.yasato.ibaraki.jp

ロゴマーク

類型 7-2 ｺｰﾄﾞ番号 084638 面積 153.78k ㎡

辺地（中山） 消防救急,ゴミ処理,

火葬場,介護保険,し尿

老人福祉センター,

社会教育

上水道



<財政状況>

①決算収支 （千円・％）

年度 H13 決算 H14 決算 増減率

歳 入 11,407,357 10,708,926 -6.1

歳 出 10,797,321 10,184,777 6.0

形式収支 610,036 524,149 ―

実質収支 296,896 375,759 ―

単年度収支 -106,582 78,863 ―

実質単年度収支 -96,582 78,863 ―

②主な歳入・歳出（平成 14 年度） （百万円・％）

区分 決算額 構成比 増減額 増減率

歳 入 10,709 ― 866 8.2

地方税 2,217 20.7 50 2.3

地方交付税 3,775 35.3 -214 -5.0

国庫支出金 299 2.8 32 11.9

地方債 1,074 10.0 379 39.8

うち臨財債費 319 3.0 ― ―

その他 3,344 31.2 ― ―

歳 出 10,185 ― 830 8.3

義務的経費 3,778 37.1 0 0

人件費 2,354 23.1 64 2.7

扶助費 517 5.1 40 8.4

公債費 907 8.9 54 6.5

投資的経費 2,149 21.1 ― ―

普通建設事業費 2,142 21.0 188 8.5

うち補助 339 3.3 -25 -18.6

うち単独 1,662 16.3 246 12.3

その他の経費 4,258 41.8 ― ―

③主要指標（平成 14 年度）

区分 指数等

基準財政収入額（H15） 2,223 百万円

基準財政需要額（H15） 5,604 百万円

標準税収入額等（H15） 2,880 百万円

標準財政規模（H15） 6,250 百万円

財政力指数（H13～15） 0.388

経常収支比率 77.6 ％

公債費負担比率 10.8 ％

起債制限比率（3 ヶ年平均） 6.9 ％

税の徴収率（過年） 7.5

税の徴収率（現年） 95.7

税の徴収率（合計） 78.7
④将来にわたる財政負担（平成 14 年度） (単位：千円，％）

現在高 比率

地方債現在高（A） 9,805,184 148.7

債務負担行為による

翌年度支出予定額（B） 2,897,790 －

実質債務残高(C=A+B) 12,702,974 192.7

積立金現在高（D） 1,662,358 25.2

将来にわたる財政負担（E=C-D） 11,040,616 167.5

⑤市町村税の状況（平成14年度） （千円・％）

区分 調定額 収入額 徴収率

1,039,533 827,896市町村民税

（構成比） （36.9） （37.4）
79.6

1,550,956 1,178,741固定資産税

（構成比） （55.0） （53.2）
76.0

227,765 209,926その他の税

（構成比） （8.1） （9.4）
92.2

合計 2,818,254 2,216,563 78.7

＜公共施設整備状況＞（平成 14 年度）

小学校 11 校 老人福祉施設 0 ヶ所

中学校 4 校 病院・診療所 17 ヶ所

幼稚園 3 園 道路改良率 41.5％

保育所 7 ヶ所 道路舗装率 46.9％

図書館 0 ヶ所 ごみ焼却処理率 60.6％

公営住宅 31 戸 し尿衛生処理率 100.0％

1 人当たり公園面積 0 ㎡ 上水道等普及率 99.4％

公民館等 8 ヶ所 排水等処理率 25.7％

体育館 2 ヶ所

プール 1 ヶ所

施設充足率（公私

立幼稚園保育所）
145.5％

＜主要施策等＞

①主要施策実施状況 （百万円）

名称
期

間
内容

概算

事業費

下水道事業

H8

～

H27

計画区域：汚水 817ha

処理計画人口：22,300 人

処理区：1 処理区
35,650

岩間・八郷線

道路整備事業

H11

～

H18

国道355号及び常磐自動車道へのア

クセス道路

総延長：2,856m
1,201

②今後の主要課題・特色ある行政等

＜主要課題＞

・環境保全と循環型社会への対応

・下水道事業の推進

・中心市街地の活性化

・信頼される行政運営

＜特色ある行政＞

・開発事業の適正化及び町民参加のまちづくり

（緑豊かなまちづくり条例）

・グリーン・ツーリズムの推進

・フィルム・コミッション活動の推進


